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【参考資料】 

議案第２４号　専決処分の承認を求めることについて 

（朝霞市国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

 

健康部国保年金課　　 

 

１　改正の趣旨 

本議案は、令和８年度税制改正において国民健康保険に係る低所得者の保険税軽減措置

が拡充され、地方税法施行令等の一部を改正する政令が令和８年４月１日から施行された

ことから、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分をしたのでその承認を

求めるもの。 

 

２　主な改正内容 

　　低所得者における保険税軽減の判定基準となる所得基準額を引き上げる措置で、被保険

者数に乗ずべき金額を５割軽減の対象となる被保険者については、３０万５千円から３１

万円に引き上げ、２割軽減の対象となる被保険者については、５６万円から５７万円に引

き上げるもの。 

 

３　規定内容 

 

４　施行期日等 

　　令和８年４月１日から施行 

この条例による改正後の朝霞市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年度分

の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、なお

従前の例による。 

 

 

担当 

健康部国保年金課国保賦課係 

電話４６３－０２８３

 改正条文 軽減 改正前 改正後

 １ 第１２条第１項 

第２号
５割

世帯の所得合計が 

43 万円+（30 万 5,000 円×人数）以下

世帯の所得合計が 

43 万円+（31 万円×人数）以下

 ２ 第１２条第１項 

第３号
２割

世帯の所得合計が 

43 万円+（56 万円×人数）以下

世帯の所得合計が 

43 万円+（57 万円×人数）以下


